
 令  和  ６  年  度 

 網  ⾛  市  の  労  働  実  態 

 網  ⾛  市  観  光  商  ⼯  部  商  ⼯  労  働  課 



 令  和  ６  年  度 

 網  ⾛  市  の  労  働  実  態 
 ⽬  次 

 は  じ  め  に 

 Ⅰ  ．  調  査  の  概  要  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  １ 

 Ⅱ  ．  調  査  結  果  の  概  要  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ２ 
 １  ．  事  業  所  の  概  要  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ２ 
 ２  ．  労  働  者  の  構  成  状  況  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ３ 
 ３  ．  雇  ⽤  状  況  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ６ 
 ４  ．  労  働  時  間‧  休  ⽇‧  休  暇  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ７ 
 ５  ．  賃  ⾦  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  １  １ 
 ６  ．  ⼀  時  ⾦‧  諸  ⼿  当  （常  雇  労  働  者  の  み）  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  １  ２ 
 ７  ．  定  年  制‧  再  雇  ⽤‧  退  職  ⾦  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  １  ４ 
 ８  ．  障  が  い  者  の  雇  ⽤  状  況  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  １  ５ 
 ９  ．  教  育  訓  練  の  実  施  状  況  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  １  ５ 

 １  ０  ．  パー  ト  労  働  者  の  雇  ⽤  状  況  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  １  ６ 
 １  １  ．  臨  時‧  季  節  労  働  者  の  雇  ⽤  状  況  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  １  ６ 
 １  ２  ．  Ｕ  ター  ン  者  等  の  雇  ⽤  状  況  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  １  ７ 
 １  ３  ．  イ  ン  ター  ン  シッ  プ  者  の  雇  ⽤  状  況  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  １  ８ 
 １  ４  ．  ⼥  性  就  労  の  取  り  組  み  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  １  ９ 
 １  ５  ．  ⾼  年  齢  者  （  55  歳  以  上）  就  労  の  取  り  組  み  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  １  ９ 
 １  ６  ．  働  き  ⽅  改  ⾰  に  つ  い  て     ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ２  ０ 
 １  ７  ．  健  康  経  営  に  つ  い  て     ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ２  １ 
 １  ８  ．  物  価  ⾼  騰‧  賃  上  げ  に  つ  い  て     ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ２  ２ 
 １  ９  ．  外  国  ⼈  労  働  者  に  つ  い  て     ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ２  ４ 

 Ⅲ  ．  調  査  結  果  集  計  表  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ２  ５ 
 １  ．  事  業  所  の  概  要  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ２  ５ 
 ２  ．  労  働  者  の  構  成  状  況  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ２  ５ 
 ３  ．  雇  ⽤  状  況  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ２  ６ 
 ４  ．  労  働  時  間‧  休  ⽇‧  休  暇  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ２  ７ 
 ５  ．  賃  ⾦  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ３  １ 
 ６  ．  ⼀  時  ⾦‧  諸  ⼿  当  （常  雇  労  働  者  の  み）  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ３  ７ 
 ７  ．  定  年  制‧  再  雇  ⽤‧  退  職  ⾦  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ４  ０ 
 ８  ．  障  が  い  者  の  雇  ⽤  状  況  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ４  ２ 
 ９  ．  教  育  訓  練  の  実  施  状  況  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ４  ３ 

 １  ０  ．  パー  ト  労  働  者  の  雇  ⽤  状  況  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ４  ３ 
 １  １  ．  臨  時‧  季  節  労  働  者  の  雇  ⽤  状  況  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ４  ４ 
 １  ２  ．  Ｕ  ター  ン  者  等  の  雇  ⽤  状  況  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ４  ４ 
 １  ３  ．  イ  ン  ター  ン  シッ  プ  者  の  雇  ⽤  状  況  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ４  ６ 
 １  ４  ．  ⼥  性  就  労  の  取  り  組  み  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ４  ６ 
 １  ５  ．  ⾼  年  齢  者  （  55  歳  以  上）  就  労  の  取  り  組  み  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ４  ７ 
 １  ６  ．  働  き  ⽅  改  ⾰  に  つ  い  て     ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ４  ８ 
 １  ７  ．  健  康  経  営  に  つ  い  て  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ４  ８ 
 １  ８  ．  原  油‧  原  材  料  ⾼  騰  に  伴  う  影  響     ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ４  ９ 
 １  ９  ．  外  国  ⼈  労  働  者  等  に  つ  い  て     ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ５  ０ 

 Ⅳ  ．  労  働  実  態  調  査  票  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ５  １ 

 Ⅴ  ．  資  料  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ･  ６  ５ 



 は  じ  め  に 

 平  素、  本  市  労  働  ⾏  政  の  推  進  に  特  段  な  る  ご  理  解  ご  協  ⼒  を  賜  り  厚  く  お  礼  申  し  上  げ 
 ま  す。 
    さ  て、  当  課  で  は  市  内  企  業  の  振  興  と  安  定  ､  労  働  条  件  の  改  善  ､  労  働  ⼒  の  確  保、  定  着 
 を  図  る  た  め  の  施  策  に  関  す  る  基  礎  資  料  と  す  る  こ  と  を  ⽬  的  に  ､  市  内  事  業  所  の  労  働  実 
 態  の  調  査  を  隔  年  で  実  施  し  て  い  ま  す  ｡ 
    現  状、  少  ⼦  ⾼  齢  化  を  背  景  と  し  て  ⼈  ⼝  が  減  少  傾  向  に  あ  り、  ⽣  産  年  齢  ⼈  ⼝  が  減  少 
 し  て  い  る  こ  と  に  よ  り、  網  ⾛  市  内  に  お  い  て  も  ⼈  ⼿  不  ⾜  が  深  刻  に  な  り  つ  つ  あ  る  こ  と 
 に  加  え、  ま  た、  原  油  価  格  や  原  材  料  な  ど  仕  ⼊  れ  価  格  ⾼  騰  に  よ  り、  事  業  者  の  経  営  環 
 境  は  ⼤  変  厳  し  い  状  況  で  あ  る  と  認  識  し  て  お  り  ま  す。 
 こ  の  調  査  結  果  は  ､  調  査  ⽅  法  や  調  査  項  ⽬  に  つ  い  て  限  ら  れ  た  も  の  で  あ  り  ま  す  が  ､  今 

 後  の  企  業  経  営  や  ､  労  働  環  境‧  労  働  条  件  の  改  善‧  ⾒  直  し  に  つ  い  て  参  考  に  し  て  頂  け 
 れ  ば  幸  い  と  存  じ  ま  す。 
 本  調  査  の  実  施  に  当  た  り、  ご  多  忙  中  に  も  か  か  わ  ら  ず  ご  協  ⼒  を  い  た  だ  き  ま  し  た  事 

 業  所  の  皆  様  に  厚  く  お  礼  申  し  上  げ  ま  す。 

 網  ⾛  市  観  光  商  ⼯  部  商  ⼯  労  働  課 



 Ⅰ  調  査  の  概  要 
 １  ．  調  査  の  ⽬  的 

 網  ⾛  市  内  の  ⺠  間  企  業  に  お  け  る  従  業  員  の  雇  ⽤  の  実  態  を  把  握  す  る  た  め、  賃  ⾦  を  は  じ  め  労  働  条 
 件  等  に  つ  い  て  調  査  し、  今  後  の  労  働  条  件  の  改  善  及  び  労  働  ⼒  の  確  保、  定  着  を  図  る  た  め  の  資  料  と 
 す  る  こ  と  を  ⽬  的  と  す  る。 

 ２  ．  調  査  の  期  ⽇ 
 令  和  6  年  10  ⽉  1  ⽇  現  在 

 ３  ．  調  査  の  対  象 
 市  内  に  所  在  す  る  全  事  業  所  を  対  象  と  し、  調  査  票  を  返  信  ⽤  封  筒  に  よ  り  回  収  し  た。 

 ４  ．  調  査  の  項  ⽬ 
 １  ．  事  業  所  の  概  要  １  １  ．  臨  時‧  季  節  労  働  者  の  雇  ⽤  状  況 
 ２  ．  労  働  者  の  構  成  状  況  １  ２  ．  U  ター  ン  者  等  雇  ⽤  状  況 
 ３  ．  労  働  ⼒  状  況  １  ３  ．  イ  ン  ター  ン  シッ  プ  者  雇  ⽤  状  況 
 ４  ．  労  働  時  間‧  休  ⽇‧  休  暇  １  ４  ．  ⼥  性  就  労  の  取  り  組  み 
 ５  ．  賃  ⾦  １  ５  ．  ⾼  年  齢  者  就  労  の  取  り  組  み 
 ６  ．  ⼀  時  ⾦‧  諸  ⼿  当  １  ６  ．  働  き  ⽅  改  ⾰ 
 ７  ．  定  年‧  再  雇  ⽤‧  退  職  ⾦  １  ７  ．  健  康  経  営  に  つ  い  て 
 ８  ．  障  が  い  者  の  雇  ⽤  に  つ  い  て                       １  ８  ．  物  価  ⾼  騰‧  賃  上  げ  に  つ  い  て 
 ９  ．  教  育  訓  練  の  実  施  状  況  に  つ  い  て                 １  ９  ．  外  国  ⼈  労  働  者  等  に  つ  い  て 

          １  ０  ．  パー  ト  労  働  者  の  雇  ⽤  状  況 

 ５  ．  回  答  の  状  況 
 （１）  調  査  対  象  事  業  所  数  883  事  業  所 
 （２）  回  答  事  業  所  総  数  193  事  業  所  （  21.9%  ） 
 （３）  有  効  回  答  事  業  所  数  193  事  業  所  （  21.9%  ） 

    回  答  事  業  所  の  規  模  別  内  訳  は、  1  〜  4  ⼈  の  事  業  所  が  104  社  （  53.9  ％）、  5  〜  20  ⼈  の  事  業  所  が 
 65  社  （  33.7  ％）、  21  〜  50  ⼈  の  事  業  が  15  社  （  7.8  ％）、  51  〜  99  ⼈  の  事  業  所  が  4  社  （  2.0 
 ％)、  100  ⼈  以  上  の  事  業  所  が  5  社  （  2.6  ％）  合  計  で  193  社  と  なっ  て  い  る。 

 (表  1.P26  ） 
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 Ⅱ  調  査  結  果  の  概  要 
 １  ．  事  業  所  の  概  要 
    （１）  労  働  組  合、  労  働  協  約、  就  業  規  則  に  つ  い  て  （表  2.P25  ） 

    労  働  組  合  に  つ  い  て  は、  回  答  事  業  所  191  社  の  う  ち  20  社  （  10.5  ％）  の  事  業  所  で  組  織  さ  れ、  規 
       模  別  で  は  100  ⼈  以  上  の  事  業  所、  業  種  別  で  は  運  輸‧  通  信  業  が  最  も  組  織  率  が  ⾼  く  なっ  て  い  る。 

 労  働  協  約  に  つ  い  て  は  93  社  （  48.7  ％）  の  事  業  所  で  締  結  さ  れ、  就  業  規  則  に  つ  い  て  は  142  社 
       （  74.3  ％）  の  事  業  所  で  定  め  ら  れ  て  い  る。 

    （２）  社  会  保  険、  労  働  保  険  に  つ  い  て  （表  2.P25  ） 
          社  会  保  険  に  つ  い  て  は、  健  康  保  険  が  172  社  （  90.1  ％）、  厚  ⽣  年  ⾦  が  171  社  （  89.5  ％）  の  加    
       ⼊  率  と  なっ  て  お  り、  規  模  別  で  は  ､  健  康  保  険‧  厚  ⽣  年  ⾦  と  も、  21  〜  50  ⼈、  51  〜  99  ⼈、  100  ⼈  以 
       上  の  事  業  所  が  100  ％  の  加  ⼊  率  と  なっ  て  お  り、  業  種  別  で  は、  ⾦  融‧  保  険  業、  運  輸‧  通  信  業  が    
       100  ％  と  なっ  て  い  る。 
          労  働  保  険  に  つ  い  て  は、  雇  ⽤  保  険  が  160  社  （  83.8  ％）、  労  災  保  険  が  163  社  （  85.3  ％）  の  加    
       ⼊  率  と  なっ  て  お  り、  規  模  別  で  は  雇  ⽤  保  険‧  労  災  保  険  と  も、  51  〜  99  ⼈、  100  ⼈  以  上  の  事  業  所    
       で  100  ％  の  加  ⼊  率  と  なっ  て  い  る。 
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 ２  ．  労  働  者  の  構  成  状  況 
    （１）  労  働  者  の  構  成  状  況  を  男  ⼥  別  で  み  る  と、  男  性  が  1,939  ⼈  の  54.8  ％  (前  回  61.4  ％)、  ⼥  性  が 
          1,601  ⼈  の  45.2  ％  (前  回  38.6  ％）  と  なっ  て  い  る。  （表  3.P25  ） 

    （２）  雇  ⽤  形  態  別  の  構  成  ⽐  に  つ  い  て  は、  男  性  で  は  常  雇  労  働  者  が  66.3  ％  （前  回  79.1  ％）  を  占  め 
             る  ⼀  ⽅、  ⼥  性  で  は  常  雇  労  働  者  が  41.2  ％  （前  回  49.5  ％)  、  次  い  で  パー  ト  労  働  者  が  36.2  ％ 
             （前  回  37.2  ％）  と  なっ  て  い  る。  （表  3.P25  ） 
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 （３）  年  代  別  構  成  ⽐  で  み  る  と、  全  体  で  は  20  歳  代  が  27  ％  で  最  も  多  い  （前  回  60  歳  代  が  25.0  ％)。 
       雇  ⽤  形  態  別  従  業  員  数  に  お  い  て  は、  全  体  の  約  5  割  を  占  め  る  常  雇  労  働  者  の  中  で  20  歳  代  が 

 25.6  ％  と  最  も  多  く  なっ  て  い  る  （前  回  40  歳  代  が  24.4  ％)  ｡ 
    常  雇  以  外  の  雇  ⽤  形  態  で  は、  季  節  は  60  歳  代  以  上、  臨  時  は  50  歳  代、  パー  ト‧  派  遣  は  20  歳  代 
 が  最  も  多  く  なっ  て  い  る。  （表  4.P26  ） 

 4 



 5 



 ３  ．  雇  ⽤  状  況 
    （１）  雇  ⽤  状  況 

    令  和  5  年  10  ⽉  か  ら  令  和  6  年  9  ⽉  末  ⽇  ま  で  の  間  で、  新  た  に  従  業  員  を  採  ⽤  し  た  事  業  所  は  164  社  あ 
 り  採  ⽤  ⼈  数  は  820  ⼈  だ  が、  同  時  に  127  社  で  975  ⼈  の  離  職  者  が  で  て  い  る  ｡  （表  5.P26  ） 
    新  規  採  ⽤  者  を  雇  ⽤  形  態  別  で  み  る  と、  常  雇  労  働  者  が  82  社  で  213  ⼈、  パー  ト  労  働  者  が  44  社  で 
 441  ⼈  と  なっ  て  い  る。  サー  ビ  ス  業  で  常  雇  労  働  者  が  減  少  傾  向  に  あ  る。 
    新  規  採  ⽤  社  数  の  業  種  別  で  は  サー  ビ  ス  業  が  最  も  多  く  40  社  で  491  ⼈  と  なっ  て  い  る。  次  い  で  そ  の 
 他  の  21  社  で  88  ⼈  と  なっ  て  い  る。  （表  6.P26  ） 

 （２）  新  規  学  卒  者  に  つ  い  て  は、  26  社  で  90  ⼈  採  ⽤  さ  れ  て  お  り、  学  歴  別  で  は  ⾼  卒  が  31  ⼈  で  最  も  多    
       く  なっ  て  い  る。 

 （表  7.P27  ） 
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 ４  ．  労  働  時  間‧  休  ⽇‧  休  暇    
 （１）  労  働  時  間  の  状  況  に  つ  い  て  は、  78.2  ％  の  事  業  所  に  お  い  て  勤  務  時  間  が  「年  間  同  ⼀」  で 

    9.8  ％  が  「夏  と  冬  で  違  う」  と  なっ  て  い  る。  前  者  は  1  ⽇  の  労  働  時  間  の  平  均  が  7  時  間  38  分  と 
 なっ  て  い  る。  後  者  で  は  夏  が  1  ⽇  平  均  7  時  間  55  分、  冬  が  1  ⽇  平  均  6  時  間  57  分  と  なっ  て  お  り、  夏 
 と  冬  の  差  は  58  分  と  なっ  て  い  る。  ま  た、  ⼀  週  間  の  労  働  時  間  で  は  77.2  ％  の  事  業  所  が  「年  間  同 
 ⼀」  と  なっ  て  い  る。  （表  8  〜  9.P27  〜  28  ） 

 勤  務  時  間  状  況 
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   （２）  時  間  外  の  状  況  に  つ  い  て  は、  95  社  49.2  ％ 
 （前  回  49.8  ％)  で  実  施  有  り  と  なっ  て  い  る。  ⼀  ⼈ 
 当  た  り  の  ⽉  平  均  が  最  も  多  い  の  が  10  時  間  未  満 
 41  社  （  43.2  ％）  と  なっ  て  い  る。  （表  10.P28) 

  

 （３）  休  ⽇  の  状  況  に  つ  い  て  は、  122  社  63.2  ％  （前  回 
 62.7  ％）  の  事  業  所  で  「週  休  制」、  45  社  23.3  ％ 
 （前  回  24  ％）  の  事  業  所  で  「⼀  部  週  休  制」  と  なっ  て 
 お  り、  祝  祭  ⽇  に  つ  い  て  は  73  社  37.8%  （前  回  42.1  ％） 
 の  事  業  所  で  「全  て  休  ⽇」  と  し  て  い  る。  （表  11.P29  ） 

 （４）  週  休  2  ⽇  制  に  つ  い  て  は、  130  社  67.4%  の  事  業  所  で  実  施  さ  れ  て  お  り、  実  施  ⽅  法  に  つ  い  て  は、    
       完  全  週  休  2  ⽇  制  が  72  社  55.4  ％  （前  回  43.3%  ）、  変  形  労  働  時  間  制  が  31  社  23.8%  （前  回  34.5%    
     ）、  以  下  は、  隔  週  2  ⽇  制、  ⽉  3  回  の  順  と  なっ  て  い  る。  （表  12.P29  ） 
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 （５）  有  給  休  暇  に  つ  い  て  は、  制  度  が  あ  る  事  業  所  は  142  社  （  73.6  ％）  と  なっ  て  お  り、  業  種  別  で  は  ⾦ 
       融‧  保  険  業  が  100.0%  と  なっ  て  い  る。  （表  13.P30  ） 

 （６）  各  種  休  暇  制  度  の  実  施  状  況  に  つ  い  て  は、  結  婚  休  暇  が  114  社  （  59.1  ％）、  病  気  休  暇  が  96  社  （  
       49.7  ％）、  忌  引  休  暇  が  139  社  （  72.0  ％)、  ⽣  理  休  暇  が  82  社  （  42.5  ％）、  産  前  産  後  休  暇  が  103  社 
       （  53.4  ％）、  介  護  休  業  制  度  が  91  社  （  47.2  ％）、  育  児  休  業  制  度  が  98  社  （  50.8  ％）  （う  ち  男  ⼥ 
       と  も  有  り  19  社、  19.4  ％）  と  なっ  て  い  る。  （表  14-1  〜  14-2.P30  〜  31  、  表  36.P41  ） 
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 （７）  各  種  休  暇  制  度  の  有  給  取  扱  状  況  に  つ  い  て  は、  ⽣  理  休  暇  が  43  社  （  52.4%  ）、  産  前  産  後  休  暇 
 が  35  社  (34.0%  ）、  育  児  休  業  制  度  が  19  社  (19.4%  ）、  介  護  休  業  制  度  が  18  社  （  19.8%  ）  の  事  業  所  で 

       有  給  と  し  て  い  る  ｡  （表  14-1  〜  14-2.P30  〜  31  ） 

 （８）  ワー  ク‧  ラ  イ  フ‧  バ  ラ  ン  ス  に  つ  い  て  知っ  て  い  る  が  118  社  （  61.2  ％）  （前  回  58.4%  ）、  知  ら 
       な  かっ  た  が  56  社  （  29.0  ％）  （前  回  35.2  ％）、  無  回  答  が  19  社  （  9.8  ％）  と  なっ  て  い  る。 

 （表  15.P31  ） 
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 ５  ．  賃  ⾦ 
 （１）  給  与  規  定  を  定  め  て  い  る  事  業  所  は  103  社  （  53.4  ％）  （前  回  58.8%  ）  と  なっ  て  い  る。 
       （表  16.P31  ） 

 （２）  初  任  給  を  学  歴  別  で  ⾒  る  と、  ⼤  卒  男  ⼦ 
 が  209,050  円、  ⼥  ⼦  が  205,749  円、 
 ⾼  卒  で  は  男  ⼦  が  190,034  円、  ⼥  ⼦  が 
 177,476  円  と  なっ  て  い  る。 
 （表  17  〜  21.P32  〜  33  ） 

 （３）  常  雇  労  働  者  の  平  均  年  齢  と  平  均  賃  ⾦、 
 平  均  年  収  額  に  つ  い  て  は、  男  ⼦  が  45  歳、 
 ⽉  額  281,954  円、  年  収  4,257  千  円、 
 ⼥  ⼦  が  46  歳  で  ⽉  額  200,109  円、  年  収 
 3,146  千  円  と  なっ  て  い  る。 
 （表  22  〜  25.P34  〜  35  ） 
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 （４）  臨  時‧  季  節  労  働  者  の  賃  ⾦  （⽇  額） 
       に  つ  い  て  は、  男  ⼦  で  最  も  ⾼  い  の  が  技  術  系 
       で  13,487  円、  ⼥  ⼦  は  労  務  系  で  9,215  円 
       と  なっ  て  い  る。 

 （表  26.P36  ） 

 （５）  パー  ト  労  働  者  の  賃  ⾦  （時  間  給）  に  つ  い  て 
       は、  男  ⼦  で  最  も  ⾼  い  の  が  技  術  系  で  1,235  円、 

 ⼥  ⼦  も  技  術  系  が  最  も  ⾼  く  1,138  円  と  なっ  て 
 い  る。 
 （表  27.P36  ） 

 ６  ．  ⼀  時  ⾦‧  諸  ⼿  当  （常  雇  労  働  者  の  み） 
 （１）  ⼀  時  ⾦  に  つ  い  て  は、  夏  期  ⼿  当  が  107  社  （  55.4  ％）、  年  末  ⼿  当  が  111  社  （  57.5  ％）、  年  度  末 
 ⼿  当  が  24  社  (12.4  ％）、  決  算  ⼿  当  が  24  社  (12.4  ％)、  そ  の  他  の  ⼿  当  が  26  社  (13.5  ％）  の  事  業  所  で 

 ⽀  給  さ  れ  て  い  る。  平  均  ⽀  給  額  は  夏  期  ⼿  当  が  300,532  円、  年  末  ⼿  当  が  938,012  円、  年  度  末  ⼿ 
 当  が  244,677  円、  決  算  ⼿  当  が  469,392  円  と  なっ  て  い  る。  （表  28  〜  29.P37  ） 
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 （２）  各  種  ⼿  当  に  つ  い  て  は、  燃  料  ⼿  当  が  67  社  （  34.7  ％）、  住  宅  ⼿  当  が  65  社  （  33.7  ％）、 
 家  族  ⼿  当  が  73  社  （  37.8  ％）、  通  勤  ⼿  当  が  119  社  （  61.7  ％）、  時  間  外  ⼿  当  が  124  社  （  64.2  ％） 
 の  事  業  所  で  ⽀  給  さ  れ  て  い  る。  （表  30  〜  34.P38  〜  40  ） 
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   ７  ．  定  年  制‧  再  雇  ⽤‧  退  職  ⾦ 
 （１）  定  年  制  に  つ  い  て  は、  98  社  （  50.8  ％） 

 の  事  業  所  で  実  施  し  て  お  り、  96  ％  の 
 事  業  所  が  「男  ⼥  ⼀  律」  と  なっ  て  い  る。 
 (表  35  〜  38.P40  〜  42  ） 

 （２）  ま  た、  定  年  後  の  再  雇  ⽤  等  の  状  況  に 
 つ  い  て  は、  69  社  （  85.7  ％）  で  再  雇  ⽤、 
 31  社  （  31.6  ％）  で  雇  ⽤  延  ⻑  の  制  度  を 
 設  け  て  い  る。  （表  36  〜  37.P41  ） 

 （３）  退  職  ⾦  制  度  が  あ  る  事  業  所  に  つ  い  て  は、  119  社  （  61.7  ％）  と  なっ  て  お  り、  ⽀  給  ⽅  法  は  「⼀  時 
       ⾦」  が  81  社  (68.1  ％）  と  最  も  多  く  なっ  て  い  る。  制  度  の  内  容  と  し  て  は  「会  社  独  ⾃  退  職  ⾦  制  度  ｣ 
       が  最  も  多  く  55  社、  次  い  で  「中  ⼩  企  業  共  済  制  度」  が  52  社  と  多  く  なっ  て  い  る。 
       （表  38.P42  ） 
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 ８  ．  障  が  い  者  の  雇  ⽤  状  況 
 障  が  い  者  を  雇  ⽤  し  て  い  る  事  業  所  は  23  社 

 (11.9  ％)  と  なっ  て  い  る。  雇  ⽤  ⼈  数  は、  男  ⼥ 
 合  計  で  43  ⼈  と  なっ  て  お  り、  そ  の  う  ち  の 
 30  ⼈  が  常  雇  労  働  者  と  なっ  て  い  る。 
 「雇  ⽤  な  し」  と  答  え  た  150  社  の  う  ち  9  社 
 （  6.0  ％）  が  「検  討  中」  と  し  て  い  る。 
    (表  39.P42) 

 ９  ．  教  育  訓  練  の  実  施  状  況 
    教  育  訓  練  （研  修）  に  つ  い  て  は、  26  社  （  13.5  ％）  の  事  業  所  で  実  施  し  て  い  る  ｡  「実  施  な  し」  と  し  た 
 148  社  の  う  ち  100  社  は  「実  施  予  定  な  し  ｣  ､  28  社  が  「検  討  中」  と  し  て  い  る。  (表  40.P43  ） 
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 10  ．  パー  ト  労  働  者  の  雇  ⽤  状  況 
 （１）  パー  ト  労  働  者  を  雇  ⽤  し  て  い  る  事  業  所  は 

 83  社  (35.6  ％)  と  なっ  て  い  る。  ⼀  ⽇  の  平  均 
 労  働  時  間  に  つ  い  て  は  5  時  間  39  分  と  なっ  て 
 い  る。  (表  41.P43  ） 

 （２）  労  働  条  件  に  つ  い  て  は、  最  も  多  い  の  は 
       「労  災  保  険  の  適  ⽤」  で  64  社  （  77.1  ％）、 

 次  に  「交  通  費  の  適  ⽤」  が  60  社  (72.3  ％） 
 と  なっ  て  い  る。 

 11  ．  臨  時‧  季  節  労  働  者  の  雇  ⽤  状  況 
   （１）  臨  時‧  季  節  労  働  者  を  雇  ⽤  し  て  い  る  事  業  所 

 は  40  社  （  17.2  ％）  と  なっ  て  い  る。 
       (表  42.P44) 

 （２）  労  働  条  件  に  つ  い  て  は、  「労  災  保  険  適  ⽤」 
 が  35  社  （  87.5  ％）  と  最  も  多  く、  次  に  ｢  雇  ⽤ 
 保  険  適  ⽤」  「時  間  外  ⼿  当」  が  27  社  （  67.5  ％） 
 と  なっ  て  い  る。 
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 12  ．  Ｕ  ター  ン  者  等  の  雇  ⽤  状  況 
    （１）  Ｕ  ター  ン  者  等  （Ｉ‧  Ｊ  ター  ン  を  含  む)  の  雇  ⽤  状  況 

    Ｕ  ター  ン  者  等  を  採  ⽤  し  た  こ  と  が  あ  る  事  業  所  は  ､  12  社  （  6.2  ％)  と  なっ  て  お  り、  採  ⽤  し  た 
 場  合  の  職  種  は  そ  の  他  の  職  種  (12  ⼈）  が  最  も  多  く、  次  い  で  事  務  （  6  ⼈)  と  なっ  て  い  る  ｡ 
    採  ⽤  し  た  Ｕ  ター  ン  者  等  の  出  ⾝  地  別  で  は  ､  網  ⾛  市  が  8  社、  道  内  4  社  ､  道  外  5  社  と  なっ  て  い  る。 
    採  ⽤  経  路  は  ､  ハ  ロー  ワー  ク  か  ら  の  紹  介、  学  校  か  ら  の  紹  介、  縁  故  が  い  ず  れ  も  5  社  と  なっ  て  い  る。 
 (表  43.P44) 

    （２）  今  後  の  Ｕ  ター  ン  者  等  の  雇  ⽤  予  定 
          今  後  の  Ｕ  ター  ン  者  等  の  採  ⽤  に  つ  い  て  は  ､  10  社  (5.2  ％）  が  採  ⽤  予  定  あ  り  と  なっ  て  お  り、  採    
       ⽤  予  定  ⼈  数  に  つ  い  て  は、  卸‧  ⼩  売  業  で  3  ⼈、  建  設  業、  サー  ビ  ス  業、  そ  の  他  で  2  ⼈  と  なっ  て  い 
       る。 

    学  歴  に  つ  い  て  は  ⼤  学  卒、  ⾼  校  卒  6  ⼈、  短  ⼤  卒、  専  ⾨  学  校  卒  が  5  ⼈  と  なっ  て  い  る。 
    出  ⾝  地  に  つ  い  て  は  ､  指  定  な  し  が  6  社、  網  ⾛  市  の  み  が  2  社、  道  内  の  み  が  1  社  と  なっ  て  い  る  ｡ 
    (表  44.P45) 
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 13  ．  イ  ン  ター  ン  シッ  プ  者  雇  ⽤  状  況 
    （１）  イ  ン  ター  ン  シッ  プ  者  受  ⼊  状  況 

    イ  ン  ター  ン  シッ  プ  者  を  受  け  ⼊  れ  た  こ  と  が  あ  る  事  業  所  は  36  社  (20.6  ％)  と  なっ  て  お  り、 
 今  後  受  け  ⼊  れ  る  意  向  が  あ  る  事  業  所  は  34  社  (17.6  ％)、  検  討  中  は  30  社  (15.5  ％)  と  なっ  て  い  る。 

       (表  45.P45) 

    （２）  イ  ン  ター  ン  シッ  プ  者  受  ⼊  条  件     ※  受  ⼊  意  向  あ  り、  ま  た  は  検  討  中  の  事  業  所 
    最  終  学  歴  は  ⾼  校  卒  が  32  社  と  最  も  多  く、  次  に  ⼤  学  卒  19  社、  短  ⼤  卒  16  社、  専  ⾨  学  校  卒  15  社、 
 そ  の  他  14  社  と  なっ  て  い  る。 
    職  種  は  そ  の  他  の  職  種  が  22  社  と  最  も  多  く、  次  に  ⼟  ⽊‧  建  築  等  施  ⼯  職  16  社  と  な  り、 
 出  ⾝  地  に  つ  い  て  は  ､  指  定  な  し  が  38  社、  網  ⾛  の  み  が  5  社、  道  内  の  み  が  2  社  と  なっ  て  い  る  ｡ 
 (表  45.P45) 

   

 （３）  イ  ン  ター  ン  シッ  プ  者  雇  ⽤  状  況 
    イ  ン  ター  ン  シッ  プ  者  を  採  ⽤  し  た  こ  と  が  あ  る  事  業  所  は、  36  社  (20.6  ％)  と  なっ  て  お  り、 
 採  ⽤  ⼈  数  は  建  設  業  と  サー  ビ  ス  業  が  27  ⼈  と  最  も  多  く  なっ  て  い  る。 
    今  後  の  イ  ン  ター  ン  シッ  プ  者  採  ⽤  予  定  に  つ  い  て  は、  予  定  有  は  32  社  (54.2  ％)、  検  討  中  の  事  業 

       所  は  22  社  （  37.3  ％）  と  なっ  て  い  る。  (表  46.P46) 
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 14  ．  ⼥  性  就  労  の  取  り  組  み 
    ⼥  性  の  従  業  員  数  に  つ  い  て  は  2  年  前  の  従  業  員  数  が  874  ⼈、  現  在  の  従  業  員  数  が  932  ⼈  に  なっ 
 て  お  り、  業  種  別  で  は  サー  ビ  ス  業  が  最  も  多  く  2  年  前  が  355  ⼈、  現  在  が  400  ⼈  と  なっ  て  い  る。 
    今  後  の  雇  ⽤  予  定  は  「積  極  的  に  雇  ⽤  し  て  い  き  た  い」  が  39  社、  「雇  ⽤  す  る  つ  も  り  で  あ  る」 
 が  37  社、  「検  討  中」  が  22  社、  「雇  ⽤  を  考  え  て  い  な  い」  が  75  社  と  なっ  て  い  る。  （表  47.P46  ） 

 15  ．  ⾼  年  齢  者  （  55  歳  以  上）  就  労  の  取  り  組  み 
    ⾼  年  齢  者  の  従  業  員  数  に  つ  い  て  は  2  年  前  の  従  業  員  数  が  694  ⼈、  現  在  の  従  業  員  数  が  732  ⼈  と  な 
 っ  て  お  り、  業  種  別  で  は  サー  ビ  ス  が  最  も  多  く  2  年  前  が  171  ⼈、  現  在  が  196  ⼈  と  なっ  て  い  る。 
    今  後  の  雇  ⽤  予  定  は  「積  極  的  に  雇  ⽤  し  て  い  き  た  い」  が  16  社、  「雇  ⽤  す  る  つ  も  り  で  あ  る」  が 
 50  社、  「検  討  中」  が  20  社、  「雇  ⽤  を  考  え  て  い  な  い」  が  78  社  と  なっ  て  い  る。  （表  48.P47  ） 

 19 



 16  ．  働  き  ⽅  改  ⾰  に  つ  い  て 
       働  き  ⽅  改  ⾰  に  向  け  た  取  組  状  況  に  つ  い  て  は、  「積  極  的」  が  42  社、  「様  ⼦  を  ⾒  な  が  ら  徐々  に」 
 が  73  社、  「取  組  む  予  定」  が  20  社、  「取  組  む  予  定  な  し」  が  42  社  と  なっ  て  い  る。 

 取  組  ん  で  い  る  具  体  的  な  施  策  で  は、  「⻑  時  間  労  働  の  是  正」  が  88  社、  次  い  で  「有  給  休  暇  取  得  率 
 の  向  上」  が  84  社  と  なっ  て  お  り、  取  組  む  ⽬  的  で  は、  「従  業  員  の  満  ⾜」  が  83  社  と  最  も  多  く、  次  い 
 で  「コ  ン  プ  ラ  イ  ア  ン  ス  へ  の  対  応」  が  60  社  と  なっ  て  い  る。 
 働  き  ⽅  改  ⾰  実  現  の  た  め  に  重  要  だ  と  思  う  こ  と  に  つ  い  て  は、  「経  営  者  の  意  識  改  ⾰」  が  117  社 

 と  最  も  多  く、  次  い  で  「従  業  員  の  意  識  改  ⾰」  が  103  社  と  なっ  て  い  る。  （表  49  〜  50.P47  〜  48  ） 
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 17.  健  康  経  営  に  つ  い  て 
    「健  康  経  営」  と  い  う  ⾔  葉  の  認  知  度  に  つ  い  て  は、  「知っ  て  い  る」  が  76  社  （  39.4  ％）  で  最  も  多    
 く、  次  い  で  「知  ら  な  い」  が  53  社  （  27.5  ％）、  「名  前  だ  け  知っ  て  い  る」  が  37  社  （  19.2  ％）  で       
 あっ  た。 
    健  康  経  営  の  実  践  状  況  に  つ  い  て  は、  「実  践  予  定  な  し」  が  78  社  （  40.4  ％）  で  最  も  多  く、  次  い  で 
 「実  践  予  定」  が  51  社  （  26.4  ％）、  「実  践  し  て  い  る」  が  39  社  （  20.2  ％）  で  あっ  た。  （表  51.P48  ） 
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 18  ．  物  価  ⾼  騰‧  賃  上  げ  に  つ  い  て 
 原  油‧  原  材  料  ⾼  騰  の  影  響  に  つ  い  て  は、  「悪  影  響」  が  87  社  （  45.1  ％）  と  最  も  多  く、  次  に  「影 

 響  な  し」、  「悪  化  傾  向」  が  ど  ち  ら  も  41  社  （  21.2  ％）  と  なっ  て  い  る。 
 昨  年  同  時  期  と  ⽐  較  し  た  事  業  経  費  に  つ  い  て  は、  「上  昇」  が  134  社  （  57.5  ％）  と  最  も  多  く、  事  業 

 経  費  の  今  後  の  ⾒  通  し  に  つ  い  て  も、  「上  昇」  が  134  社  （  57.5  ％）  と  最  も  多  かっ  た。 
 ⼀  ⽅、  昨  年  同  時  期  と  ⽐  較  し  た  売  上  ⾼  に  つ  い  て  は、  「横  ば  い」  が  85  社  （  44.0  ％）  と  最  も  多 

 く、  営  業  利  益  に  つ  い  て  も、  「横  ば  い」  が  83  社  （  43.0  ％）  と  最  も  多  かっ  た。 
 販  売  単  価  へ  の  転  嫁  状  況  に  つ  い  て  は、  「⼀  部  で  き  て  い  る」  が  75  社  （  38.9  ％）  と  最  も  多  く、  次 

 い  で  「で  き  て  い  な  い」  が  63  社  （  32.6  ％）  で  あっ  た。  （表  55  〜  56.P52  ） 
 最  低  賃  ⾦  が  1,010  円  に  改  定  さ  れ  た  こ  と  に  対  し  て  は、  「対  応  で  き  て  い  る」  が  146  社  （  75.6  ％） 

 と  な  り、  7  割  以  上  が  賃  上  げ  に  対  応  し  て  い  る  と  なっ  て  い  る。 
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 原  油‧  原  材  料  ⾼  騰  の  影  響  の  内  容  に  つ  い  て  は、  「諸  経  費  の  増  ⼤」  が  118  社  （  29.9  ％）  と  最  も  多 
 く、  次  い  で  「調  達  コ  ス  ト  の  上  昇」  が  106  社  （  26.8  ％）、  「物  流  コ  ス  ト  の  上  昇」  が  83  社  （  21.0 
 ％）  で  あっ  た。 
 原  油‧  原  材  料  ⾼  騰  に  対  す  る  対  応  策  と  し  て  は、  「諸  経  費  の  削  減」  が  95  社  （  26.8  ％）  と  最  も  多 

 く、  次  い  で  「販  売  価  格  へ  の  転  嫁」  が  76  社  （  21.5  ％）、  「省  エ  ネ」  が  50  社  （  14.1  ％）  で  あっ 
 た。  （表  52  〜  54.P49  〜  50  ） 

       最  低  賃  ⾦  が  1,010  円  に  改  定  後  の  対  応  に  つ  い  て  は、  「対  応  で  き  て  い  る」  が  162  社  （  94.2  ％）、 
    「対  応  で  き  て  い  な  い」  が  10  社  （  5.8  ％）  で  あっ  た。 
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 19  ．  外  国  ⼈  労  働  者  等  に  つ  い  て 
 外  国  ⼈  労  働  者  等  の  受  け  ⼊  れ  状  況  に  つ  い  て  は、  9  社  （  4.7  ％）  が  受  け  ⼊  れ  て  い  る  と  なっ  て  い 

 る。  受  け  ⼊  れ  て  い  る  場  合  の  在  留  資  格‧  形  態  は  「技  能  実  習」  4  社  （  44.4  ％）、  「留  学  ⽣  ア  ル  バ 
 イ  ト」  3  社  （  33.3  ％）、  「特  定  技  能」、  「⾼  度  外  国  ⼈  材」  1  社  （  11.1  ％）  と  なっ  て  い  る。 
 外  国  ⼈  受  け  ⼊  れ  予  定  に  つ  い  て  は  「考  え  て  い  な  い」  128  社  （  66.3  ％）、  「検  討  中」  17  社  （  8.8 

 ％）、  「受  け  ⼊  れ  る  つ  も  り  で  あ  る」  12  社  （  6.2  ％）、  「積  極  的  に  受  け  ⼊  れ  て  い  き  た  い」  6  社  （ 
 3.1  ％）  と  なっ  て  い  る。  （表  55.P50  ） 
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 Ⅲ  調  査  結  果  集  計  表 
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 Ⅳ  労  働  実  態  調  査  表 
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